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独立行政法人の目標の策定に関する指針（抄）

Ⅲ 国立研究開発法人の目標について

５ 通則法第35条の４第２項第２号「研究開発の成果の最大化その他の業務

の質の向上に関する事項」における目標の立て方について

（１）研究開発の事務及び事業に係る目標について

⑤ 「評価軸」の設定

主務大臣は、各国立研究開発法人の役割（ミッション）、それぞれ

の目標に応じ、国立研究開発法人、研究開発に関する審議会の意見等

を踏まえ、目標策定時に適切な評価軸を設定し、法人に提示する。

ここで言う評価軸とは、例えば、科学的・技術的観点、社会的・経

済的観点、国際的観点、時間的観点、妥当性の観点、マネジメントの

観点、政策的観点等を踏まえて設定されるものであり、研究開発の事

務及び事業を評価するに際しての重要な視点となるものである。

評価に当たっては、それぞれの目標に応じて設定した評価軸を基本

として評価する。その際、定性的な観点、定量的な観点の双方を適切

に勘案して評価することが重要である。

また、それぞれの目標等について考えられる評価軸を網羅的に挙げ

て、それらを全て評価軸として設定することに重点を置くのではなく、

むしろ、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等を踏まえて、評

価軸の重み付けを行い、評価すべきことをしっかりと評価することを

重視して厳選した評価軸を設定することが重要である。また、評価軸

は、科学技術イノベーション政策等の国の諸政策の推進の観点とも適

切に整合性が図られたものとすることに留意する。

⑥ 評価軸と関連する指標等の設定について

上記⑤のとおり、評価軸を基本として評価する際は、定性的な観点、

定量的な観点の双方を適切に勘案して評価することが重要である。評

価軸と関連する指標等として、次のⅰからⅲまでを十分踏まえつつ、

法人の取組状況並びにアウトプット及びアウトカムに着目した指標等

を設定する。

ⅰ 指標等の設定に当たっては、定量的水準・観点を十分考慮する。

ⅱ ただし、定量的な指標となり得る論文発表数、論文被引用度、特

許出願件数等については、必ずしもこれらがアウトカムに直結する

とは限らない場合があるほか、法人としてこれらの数値を上げるこ

と自体が安易に目的化することは必ずしも適当ではない場合があ
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る。また、これらの指標を評価・評定の基準として取り扱う指標（評

価指標）として設定することにより、近視眼的、断片的な研究開発

を助長するおそれも考えられる。

ⅲ このため、主務大臣は、指標を設定する場合には、研究開発の現

場への影響等についても十分考慮し、評価・評定の基準として取り

扱う指標（評価指標）と、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に

資するために必要な指標（モニタリング指標）とを適切に分け、当

該指標がどちらなのかを明示する。前者の例としては開発目標に係

る技術仕様、後者の例としてはハイリスク・ハイリターンな挑戦的

な目標に係る論文発表数や共同研究件数等が考えられる。

８ 通則法第35条の４第４項「研究開発に関する審議会」について

研究開発に関する審議会は、研究開発の専門性等に鑑み、３つの法人分

類のうち国立研究開発法人の分類のみに制度的に明確に位置付けられてい

る審議会であり、主務大臣が国立研究開発法人の中長期目標の策定及び評

価をするに際して重要な役割を果たすことが期待されている。

そのため、研究開発に関する審議会の委員構成は、高度な知識及び経験

を有する者からなる、専門性と多様性の双方を重視したものとする。主務

大臣及び国立研究開発法人が中長期目標・中長期計画を策定するに際し

て、社会のニーズに配慮し、国内外の幅広く高い識見を踏まえてしっかり

と練り上げられたものとするために、第三者の立場から、社会的な見識、

科学的知見、国際的水準等に即して適切な助言を行い、客観的に確認する。

国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」等を評価するための評価

軸についても、主務大臣、国立研究開発法人の長とともに確認し、適切な

提言を行う。


